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A) ICANNスタッフによる
2012年の新gTLD募集の「レビュー」（1）

 ブエノスアイレス会合において、レビューの進捗状況と今後の予定に関する説明セッション

が開催された。スケジュールについては、2015年7月13日に公表された以下が最新版。

2017年第二四半期までに、全てのレビューが終了予定。



項目 担当/委託先 概要

Implementation
Reviews

ICANNスタッ
フ

 ICANNスタッフのプログラムの実装の効率と効果をレビュー
 「申請者ガイドブック」の内容やGNSOが策定したポリシーの是非

は対象外

Rights Protection 
Mechanism 
Reviews

ICANNスタッ
フ

 TMCH（TradeMark Clearing House）、URS等の権利保護の仕組
みに対する効果の検証

 2015年2月2日に初期報告書案が発表され、コメント募集実施
https://newgtlds.icann.org/en/reviews/rpm/draft-rpm-review-
02feb15-en.pdf

Consumer Survey Nielsen  全世界のインターネットユーザーに対するドメイン名に関する調査
 第１フェーズの報告書を2015年5月29日に公表

https://www.icann.org/news/announcement-2015-05-29-en

Economic Study Analysis 
Group

 グローバルなDNSマーケットに対する影響の調査
 2015年8月に第1フェーズの報告書を公表予定

Competition,
Consumer Choice, 
and Consumer 
Trust Review

ICANNコミュ
ニティ
（ICANNス
タッフ含む）

 「新gTLD」プログラムが、競争の促進、消費者からの信頼獲得、消
費者への選択の提供を行えたのかに関し、66項目の検証を実施

 報告書提出見込：2017年3月

Security and 
Stability Reviews

ICANNスタッ
フ + 委託先
（選定中）

 ルートDNSの安全性、安定性へ及ぼした影響の調査。2015年8月
に調査開始予定。

 報告書提出見込：2017年4月

13
参考：https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/mon-new-gtld-reviews/presentation-new-gtld-reviews-22jun15-en.pdf
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 各レビューの概要、状況

A) ICANNスタッフによる
2012年の新gTLD募集の「レビュー」 （2）
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新gTLD募集とGNSOの関係
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 GNSOと新gTLD募集の関係

 2012年募集（＝「新gTLDプログラム」）は、
 2005年にGNSOが検討を開始し、2007年にGNSO評議委員会が採択した

「ポリシー勧告」を、2008年にICANN理事会が採択し、
 理事会が採択した「ポリシー勧告」に基づき「募集要項」が作成され、

実施された。
 よって、次回募集の検討にあたっては、2007年にGNSOが採択した「ポリシー

勧告」の更新版をGNSOとして理事会に勧告することが、出発点となる。

 「ポリシー勧告」を行うためには、PDP（Policy Development Process）に
基づく、Working Group（WG）をGNSOの中に設置し、検討を行う必要があ
る。

 WGの設置に先立ち、準備活動が必要。

 「ポリシー勧告」に向けたプロセス

 Generic Names Supporting Organization。 ICANNの支持組織の一つ。
 gTLDに関するポリシー案を策定し、ICANN理事会に勧告を行う役割を担う。

”Discussion Group”の活動

 GNSOとは
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B) GNSOの”Discussion Group”による、

次回募集に向けた活動（1）

正式名称
 GNSO Discussion Group on New gTLD Subsequent Rounds

（以下、DGと表記）
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 メンバ 67名
 オブザーバー 36名

 ICANNロンドン会合（2014年6月）におけるGNSO評議委員会にて、設置が
決議された。

 暫定議長 Bret Fausett （GNSO評議委員：RySG選出）：2015年2月まで
 2015年3月からは以下に変更（2015年3月2日の電話会議において決定）

共同議長（3名）
 Bret Fausett（Uniregistry）
 Jeff Neuman（Valideus）
 Liz Williams（元Sedari CEO, 元ICANN Senior Policy Council）

 メンバ（2015年6月） https://community.icann.org/display/DGNGSR/2.+DG+Members
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①Application Processing , ②Rights Protections Mechanism, 
③String Similarity, ④Execution/Implementation, 
⑤Supporting Developing Countries, ⑥Registrar Concern, ⑦Misc

活動内容

 フェーズ1（2014年7月～12月）
 次回募集に向けて検討すべき課題を7つのカテゴリに分類の上、マインドマップ化

 フェーズ2（2015年3月～6月）
 検討すべき課題（「ポリシー」及び「実装」）のリスト化・マトリックス化

（＝「課題リスト」）
 併せて、「Executive Summary」を作成
 （設置予定の）Working Group（WG）のチャーター案の作成

B) GNSOの”Discussion Group”による、
次回募集に向けた活動（2）

活動方法

 メーリングリストにおける意見交換
 電話会議（2015年3月から隔週開催を再開）及び対面会議

http://mm.icann.org/pipermail/gnso-newgtld-dg/
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ICANNブエノスアイレス会合おけるGNSOの動き
（次回募集関連）

 2015年6月24日（ブエノスアイレス）のGNSO評議委員会の決議

 議案「新gTLD次回募集のPDP(Policy Development Process)開始に先立
つ Issue Reportの作成要求」が採択された。

 議案にはDG作成の次の資料が添付された。
“Deliverables of the New gTLD Subsequent Procedure”

1. Executive Summary
2. Issues Matrix
3. Draft Charter

http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2015/non-pdp-new-gtld

http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/deliverables-subsequent-
procedures-01jun15-en.pdf

 これをもって、DGの活動は終了。GNSOにおける次回募集に向けた活動
は次のフェーズへ。
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次回の新gTLD募集の見通し

次回募集の見通し（楽観的予測）
～2017年 6月 ICANNスタッフによる2012年の新gTLD募集のレビューの完了

GNSO評議委員会において「ポリシー勧告」を採択
2017年 11月 ICANN理事会が「ポリシー勧告」を採択
2018年 3月 「募集要項」初版公開
2018年 10月 「募集要項」確定
2019年 1月 募集開始

今後、検討が深まることが期待される事項の例
 “one size fits all”による募集の妥当性（「ブランドTLD」を先行募集する？）
 Registry Services Provider（Backend Technical Services Provider）の認定制度

によるTLD創設に向けた審査や手続の簡略化の是非

 GNSOにおける次回募集に向けた直近の活動

2015年 8月 「Issue Report（案）」の公開とパブリックコメント募集
2015年 9月 「Issue Report（最終版）」の採択
2015年10月 Policy Development Process（PDP）に基づくWGの設置

「ポリシー勧告」の内容検討開始
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Q and A


